
 

（スクールソーシャルワーカー）  
 

１  会計年度任用職員とは  

  地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定に基づき任用される  

非常勤職員です。採用されますと，地方公務員として調布市で勤務して  

いただき，服務規定（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。  

 

２  募集内容  

職  種  業務内容  募集人数  時給  

ス ク ー ル ソ

ー シ ャ ル ワ

ーカー  

・問題を抱える児童・生徒が置かれた

環境への働きかけに関すること。  

・関係機関等とのネットワークの構築，

連携・調整に関すること。  

・学校内におけるチーム体制の構築，

支援に関すること。  

・保護者，教職員等に対する支援・相

談・情報提供に関すること。  

・所属長が適当と認める業務に関する

こと。  

若干名  2,0５0円  

※時給は，令和６年度の予算編成に関する議決を経て確定します。  

また，給与改定や最低賃金の改定等により変更する場合があります。  

 

３  受験資格  

  社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し，令和６年５月1日以降か

ら勤務可能な方  

※  地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方を除く。  

 

４  応募手続き  

提出書類  ・調布市会計年度任用職員採用選考申込書  

・資格を証する書類の写し  

・返信用封筒【長形３号封筒に84円切手を貼付し，郵送先（郵

便番号，住所，氏名）を記入したもの】  

申込方法  【郵送】  

〒182-0026 調布市小島町2丁目36番地１  

調布市教育委員会指導室  スクールソーシャルワーカー採用担

当宛に簡易書留で郵送  

【持参】  

調布市教育会館  ５階  指導室に本人が直接提出書類を持参  

※持参する前に【７  問合せ先】に電話連絡をしてください。  



 

受付期間  随時  

 

５  勤務条件  

任用期間  令和６年５月1日以降から令和７年3月31日まで  

※勤務成績が良好な場合に限り，再度任用される場合あり  

※令和6年５月1日からの勤務が難しい場合は，要相談  

勤務日数・時間  年1７６日以内   

午前8時15分から午後6時15分までの間で学校が指定す

る８時間４５分  

※勤務時間には休憩60分（無給）を含む  

※出張や会議等への出席あり 

※時間外勤務を命じる場合あり  

勤務場所  調布市立小・中学校  

報酬額  

 

 

期末手当  

勤勉手当  

２募集内容のとおり  

参考  月額報酬25４ ,200円  

（週４日1カ月16日出勤した場合）  

    期末手当  報酬月額の2.4月分  

    勤勉手当  報酬月額の2.25月分  

※報酬額，期末手当，勤勉手当は選考案内公表時における予定で

あり，令和６年度の予算編成に関する議決を経て確定します。  

※条件に該当した場合に支給  ※在職期間によって異なる  

費用弁償  規程に基づき通勤費に相当する額を支給  

報酬支給日  月末締め，翌月２０日払い（口座振込）  

社会保険  加入義務が生じた場合に加入（報酬から保険料を控除）  

雇用保険  加入義務が生じた場合に加入（報酬から保険料を控除）  

 

６  採用までの流れ  

 期  間  内  容  

書類選考（一次選考）  随時  申込書の記載内容を基に書類選考

を実施  

人物選考（二次選考）  一次選考後  

随時  

個人面接を実施  

合格発表（名簿登載）  二次選考後  

随時  

個別に連絡  

採用決定  決まり次第随時  個別に連絡  

 

７  問合せ先  

調布市教育委員会指導室教育支援係  

電話  ０４２－４８１－７５８５（直通）  


